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平成26年度予算見積調書(2月補正予算)

B26

課室名:課室名:医療整備課

内線:内線:3543

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

昭和46年度～

会計 款 項 目

一般会
計

医薬費衛生費 保健師等指導
管理費

説明事業

看護師等養成所運営費補助

戦略項目

担当名:担当名:看護・医療人材担当

医療関係者養成確保対策費等補助金交付要綱 03　　　医療の安心

010303　医師・看護師確保対策の推進

予算額

決定額 △37,381△37,381

現計額 713,657713,657

△340,825△340,825

340,825340,825

644,294644,294

4,3004,300

△340,850△340,850

368,532368,532

676,276676,276

補正後の
予算額

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 繰入金
一般財源

番号

看護師等養成所運営費

１　事業概要

　地域医療介護総合確保基金創設による財源更正及びに

よる減額。

（１）看護師等養成所運営費　　△34,908千円

　　　看護師等養成所による補助申請が見込みを下回っ

　　たこと等による減及び財源更正

（２）看護教員指導力充実支援事業費　△2,473千円

　　　看護師等養成所による補助申請が見込みを下回っ

　　たことによる減

　　　国庫　△340,825千円　一財　△340,850千円

　　　基金　681,675千円

２　事業主体及び負担区分

（１）（国1/2・県1/2）民間事業者0

　　　　→（県10/10）民間事業者0

　　　（県10/10）公的業者0

（２）（県10/10）事業者0

３　地方財政措置の状況

　普通交付税（単位費用）

（区分）衛生費（細目）医療行政費

（細節）看護師・保健師・助産師費

（積算内容）看護師養成所運営費補助金

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500千円×0.6＝5,700千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　看護師等養成所運営費  　　　[当初]709,357千円 → [補正後]674,449千円
        看護師等養成所の運営に係る費用の補助
　　 (ｱ) 民間立看護師等養成所（国庫補助）　　　　　　[当初]46課程 → [補正後]43課程
　　 (ｲ) 公的看護師等養成所　（県単補助）　　　　　　 2課程
　　 (ｳ) 看護師養成所3年課程導入推進事業（国庫補助）  1課程
　　イ　看護教員指導力充実支援事業費　[当初]4,300千円 → [補正後]1,827千円
　　　　専任教員養成講習会の参加経費の補助
　　 (ｱ) 補助対象者数　[当初]20人 → [補正後]13人
（２）事業計画
　　ア　看護師等養成所運営費：来年度以降も引き続き看護師等養成所に対し運営費を補助
　　イ　看護教員指導力充実支援事業費
（３）事業効果
　　ア　県内看護師等養成所で看護職員が養成されることにより、看護職員不足の改善が図られる。
　　 (ｱ) 看護師等養成所運営費の過去3年の実績）

　　 　　 平成24年度　43課程に対し補助見込（民間立41課程、公的2課程）

（４）補正予算の概要

　　 　　 平成25年度　44課程に対し補助見込（民間立42課程、公的2課程）

　　 　   平成23年度　45課程に対し補助　　（民間立43課程、公的2課程）
     (ｲ) 看護師養成所3年課程導入推進事業）
　 　　　准看護師養成所からの3年課程導入を推進することにより、2年課程の定員割れを防ぎ、また看護師資格
　　　 を取得しやすい環境を整備できる。
　　イ　養成講習会を修了した専任教員が増えることにより、看護教育の質の向上が図られる。
　 　(ｱ) 看護教員指導力充実支援事業費の実績　※平成24年度からの事業
　 　　　 平成25年度　26名分の参加経費を補助見込（19施設）
　 　　　 平成24年度　16名分の参加経費を補助    （13施設）

(単位：千円)

（３）地域医療介護総合確保基金への財源更正

　　　補助申請が見込みを下回ったことによる減額及び地域医療介護総合基金創設による財源更正

分野施策


